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大阪市日中一時支援事業実施要綱 

（目 的） 

第１条 この要綱は、障がい者及び障がい児（以下「障がい者等」という。）の日中における活動の

場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的

な休息を目的とする日中一時支援事業（以下「本事業」という。）の実施について必要な事項を定

めるものとする。 

 

（実施主体） 

第２条 本事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支

援法）に規定する地域生活支援事業として実施するものとし、その実施主体は大阪市とする。 

 

（対象者） 

第３条 本事業の対象者は、日中において介護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必

要な本市内に居住する障がい者等とする。 

  

（事業内容等） 

第４条 本事業の内容は、日中、障がい福祉サービス事業を実施している大阪府内の指定事業所（以 

下「障がい福祉サービス事業所」という。）または障がい者支援施設（旧法支援施設を含む。）に 

おいて、障がい者等の見守り、社会に適応するための日常的な訓練等に活動の場を提供するもの

とする。 

２ 本事業の実施時間は、実施事業所が開所している時間とし、利用時間は原則として１日３時間

以上利用することとする。ただし、利用者等の特別な理由により適切な支援が行える場合はこの

限りではない。 

３ 障がい者等は、本事業を利用している時間はホームヘルプサービスその他の障がい福祉サービ

スを利用できない。 

   

（利用の申請） 

第５条 本事業の利用を希望する者（以下「申請者」という。）は、日中一時支援事業利用申請書

（様式第１号、以下「申請書」という。）により、居住地の区の保健福祉センター所長に申請する

ものとする。 

 

（利用の決定） 

第６条 保健福祉センター所長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに本事業の利用決定に

かかる必要な事項を勘案し、本事業の利用の適否を決定するものとする。 

２ 保健福祉センター所長は、利用が適当と認める場合は、利用を認められた申請者（以下「利用

者」という。）及び申請者が利用する事業所（以下「事業所」という。）に対して、日中一時支援

事業利用決定通知書（様式第２号、以下「決定通知書」という。）により決定内容を通知し、その



 

決定通知書の写しを福祉局障がい者施策部障がい支援課（以下「障がい支援課」という。）へ送付

する。 

３ 利用決定の有効期間（以下「利用期間」）は申請日から申請日が属する年度の末日までとする。 

４ 利用期間の終了後も引き続き本事業の利用を必要とするときは、利用期間が終了する日以前に

更新申請することができる。 

５ 保健福祉センター所長は、利用が不適当と認める場合は、申請者に対し、日中一時支援事業利

用却下通知書（様式第３号）により却下及びその理由を通知する。 

 

（利用決定の解除） 

第７条 保健福祉センター所長は、利用者が次の各号に該当するときは利用決定を解除することが

できる。 

（１） 利用者が利用を辞退したとき 

（２） 社会福祉法第２条第２項に基づく施設にて援護を受けることになったとき 

（３） 利用者が死亡又は市外へ転出したとき 

（４） その他、保健福祉センター所長が利用を不適当と認めたとき 

２ 前項の規定により利用決定を解除したときは、保健福祉センター所長は日中一時支援事業利用

決定解除通知書（様式第４号）により利用者及び事業所に通知し、その通知書の写しを障がい支

援課へ送付する。 

 

(利用決定事項変更の届出) 

第８条 利用者が、氏名、居住地、課税状況等の変更を行ったときは、日中一時支援事業利用内 

容変更届（様式第５号）により、居住地の区の保健福祉センターにすみやかに届出るものとし、

届出を受けた保健福祉センター所長は、その旨を日中一時支援事業利用内容変更通知書（様式第

６号、以下「変更通知書」という。）により事業所に通知し、その変更通知書の写しを障がい支援

課へ送付する。 

 

（重要事項の説明等） 

第９条 日中一時支援事業者は、日中一時支援の支給決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者

が利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みをした者に係る障がいの特性に応じた適切な

配慮をしつつ、当該申込者に対し、第１３条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制そ

の他の申込者の日中一時支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説

明を行い、当該日中一時支援の開始について、当該申込者の同意を得なければならない。 

２ 日中一時支援事業者は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第７７条第１項の規定に基づ

き書面の交付を行うに当たっては、利用者の障がいの特性に応じた適切な配慮をしなければなら

ない。 

 

（事業所の要件及び設備） 

第１０条 本事業を実施する事業所は、障がい福祉サービス事業所あるいは障がい者支援施設で、

その全部または一部が利用されていない居室等を利用して実施する場合（以下「空床型」という。）

あるいは障がい福祉サービス事業所及び障がい者支援施設が本事業を他の事業と一体的に実施



 

する場合（以下「併設型」という。）においては、当該施設の基準に応じた面積要件を満たすこと

とし、空床型、併設型については他の障がい福祉サービス利用者と同一時間帯の利用を可能とす

る。また、本事業を単独で実施する場合においては、利用者一人に対し、活動スペースが３．３

平方メートル以上を基本とし、５人以上のスペースを確保できることとする。 

 

 

（定員及び職員の配置） 

第１１条 本事業の利用定員は、当該実施事業所における人員基準及び事業所要件で対応可能な範

囲とする。また、本事業を空床型で実施する場合は、当該施設の定員規制の範囲内とする。 

２ 職員の配置については、本事業を空床型または併設型で実施する場合は、実施施設の利用者数

及び本事業の利用者数の総数を当該施設の利用者数とみなした時に当該施設として必要とされ

る数以上を確保することとする。本事業を単独で実施する場合は、利用者が５人以下の場合は 1

人以上の職員を配置し、利用者が５人を超えるごとに、さらに１人の職員を配置することとする。

ただし、緊急時には対応できる体制が確保されていなければならない。 

 

（日中一時支援事業にかかる事業所登録及び変更の届出等）                   

第１２条 本事業の実施を希望する事業所は、日中一時支援事業登録届出書（様式第７号）及び次

に掲げる事項を記載した書類を添付して、市長に届出ることにより、日中一時支援事業所の登録

をしなければならない。 

（1）定款または寄附行為等関係規則 

（2）日中の障がい福祉サービス事業所として指定を受けているとわかる書類 

（3）事業を実施する場所が分かる施設平面図（面積がわかるもの）及び事業所の位置図 

（4）事業所体制表及び緊急連絡体制表 

（5）事業所内外の写真 

（6）土地・建物の登記簿謄本または賃貸借証明書の写し 

（7）口座振替申出書 

（8）消防検査済証（写） 

（9）建築確認書（写） 

（10）運営規程 

２ 日中一時支援事業の登録を受けた事業所が、登録内容に変更がある場合は、日中一時支援事業

変更届（様式第８号）に前項各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、すみやかに市

長に届出なければならない。 

３ 登録事業所は、本事業を廃止又は休止しようとするときは、日中一時支援事業廃止・休止届（様

式第９号）を市長に届出なければならない。 

 

（運営規程） 

第１３条 事業者は、日中一時支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

（1）事業の目的及び運営の方針 

（2）虐待の防止のための措置に関する事項 



 

（3）従業員の職種、員数及び職務の内容 

（4）利用定員 

（5）営業日及び営業内容 

（6）事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には当該障がいの種類 

（7）日中一時支援の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額 

（8）サービス利用に当たっての留意事項 

（9）非常災害対策 

（10）苦情解決 

（11）その他運営に関する重要事項 

 

（利用者の負担） 

第１４条 利用者の負担額は、原則として利用単価の１割とし、利用者が登録事業所に納付するこ

ととする。ただし、利用者が次に掲げる者であって、本事業を利用する場合は無料とする。 

（１）生活保護法による保護を受けている者及び市民税非課税の障がい者及び障がい児の保護者 

（２）中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給

付を受けている者 

２ 登録事業所は、本事業において、提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通

常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当な経費については、利用

者から徴収することができる。 

 

（利用単価） 

第１５条 利用単価は別表１に定めるものとする。 

 

（加算額の支給） 

第１６条 登録事業所が、本事業において食事または送迎の提供を行う場合に、第１４条第１項（１）

または（２）に該当する者に対して食事または送迎にかかる費用負担の軽減を図ったときは、食

事提供加算または送迎加算として、別表２に定める加算額を算定する。ただし、加算の算定は１

日につき食事提供加算または送迎加算のいずれか一方とする。  

２ 前項の加算の算定を希望する事業所は、加算の対象となるサービスの実施前に日中一時支援事

業加算体制届出書（様式第１１号）を市長に届け出なければならない。 

 

（実施状況等の報告） 

第１７条 登録事業所は、事業の実施状況について、各月ごとに日中一時支援事業実施報告書（様

式第１０－１号）及び日中一時支援事業サービス提供実績記録票（様式第１０－２号）を作成し、

事業実施月の翌月１０日までに、市長あて提出しなければならない。 

２ 登録事業所は本事業において事故等が発生したときはすみやかに市長及び家族等に報告し、 

必要な処置を講じなければならない。 

 

（事業費の支払） 

第１８条 市長は、前条の報告に基づき、事業費として利用単価から利用者の負担額を控除した 



 

額及び加算額を登録事業所に支払うものとする。 

 

（経 理） 

第１９条 登録事業所は、本事業の収支の経理状況を、他の事業にかかる経理状況と明確に区分し

て５年間保管しておかなければならない。 

 

（調査及び指導監査） 

第２０条 保健福祉センター所長及び専管する担当課長は、事業所に対して事業の適切な運営を図

るために必要があると認めるときは、本事業の実施状況及びその他必要な事項について、書類等

の提出若しくは提示を求め、調査及び指導監査を行うことができる。 

２ 事業所は前項の規定に基づき、調査及び指導監査に協力するとともに指導を受けた場合におい

ては指導に従って必要な改善を行わなければならない。 

 

（登録の取り消し） 

第２１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は事業所登録の取り消し、又は期間を定め

てその効力の全部若しくは一部を停止することができる。 

（１）事業費の請求に関して不正請求があったとき。 

（２）前条第 2項の規定による調査及び指導監査に協力を拒否したとき同項に規定する指導に 

従って必要な改善を行わないとき。 

（３）不正の手段により第１２条に規定する登録を受けたとき。 

（４）事業所登録を受けることができる要件に該当しなくなったとき。 

（５）その他、市長が必要と認めるとき。 

 

（不正利得の徴収） 

第２２条 市長は、事業所が、偽りその他不正の行為により事業費の支給を受けたときは、 

当該事業所に対し、事業費の返還等必要な処置を命ずることができる。 

 

（個人情報） 

第２３条 事業所は正当な理由がなく、本事業により知り得た個人の情報を第三者に漏らしてはい

けない。 

 

（その他） 

第２４条 この要綱の施行の細目については、専管する担当課長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 



 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年９月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年３月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和２年３月１日から施行する。 

 ２ この要綱の施行の際、現に大阪市日中一時支援事業実施要綱第１２条に規定する日中一時支

援事業の登録を受けている事業所であって、この要綱の施行の日から令和２年３月３１日までに同

条（１０）に規定する運営規程を市長に届け出た事業所については、本要綱第２１条の規定による

登録の取り消しを行わないものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

 



 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



 

＜別  表＞ 

 

１ 利用単価 

利用時間（１日あたり） 金額 

６時間以上 ４，３００円 

４時間以上６時間未満  ３，２００円 

３時間以上４時間未満  ２，１５０円 

３時間未満 １，８００円 

 

 

２ 加算 

加算の種類 金額（日額） 

食事提供加算 

送迎加算 
４２０円 

 

 


